
貸　借　対　照　表

（ 平成27年３月31日 現在 ）

株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ （単位：千円）

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

334,277 176,351

現 金 及 び 預 金 893 未 払 金 88,561

売 掛 金 100,442 未 払 費 用 23,748

未 収 入 金 371 未 払 法 人 税 等 17,726

前 払 費 用 4,488 未 払 消 費 税 18,173

預 け 金 217,000 預 り 金 27,542

繰 延 税 金 資 産 10,760 前 受 金 598

立 替 金 31 11,336

仮 払 金 0 退 職 給 付 引 当 金 11,336

リ ー ス 債 権 289

13,551 187,688

2,879 （ 純 資 産 の 部 ）

建 物 附 属 設 備 1,055 160,140

工 具 器 具 備 品 1,823 10,000

1,858 150,140

ソ フ ト ウ ェ ア 1,858 利 益 準 備 金 3,250

8,813 そ の 他 利 益 剰 余 金 146,890

敷 金 5,194 繰 越 利 益 剰 余 金 146,890

繰 延 税 金 資 産 3,618 160,140

347,828 347,828資 産 合 計 負 債 ･ 純 資 産 合 計

株 主 資 本

資 本 金

無 形 固 定 資 産 利 益 剰 余 金

投 資 そ の 他 の 資 産

純 資 産 合 計

流 動 資 産 流 動 負 債

固 定 負 債

固 定 資 産 負 債 合 計

有 形 固 定 資 産



株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ （単位：千円）

940,289

524,336

売 上 総 利 益 415,952

174,678

営 業 利 益 241,273

受 取 利 息 126

雑 収 入 398 524

雑 損 失 0 0

経 常 利 益 241,798

固 定 資 産 除 却 損 141 141

税 引 前 当 期 純 利 益 241,657

法人税、住民税及び事業税 91,314

法 人 税 等 調 整 額 3,139 94,453

当 期 純 利 益 147,204

損　益　計　算　書

（自平成26年４月１日　至平成27年３月31日）

売 上 高

科　　　　目 金　　　　額

売 上 原 価

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

営 業 外 収 益

営 業 外 費 用

特 別 損 失



１．重要な会計方針に係る事項

(1）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産…定率法
 取得価格が10万円以上20万円未満の資産については、3年間均等償却をしております。
 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
 建物附属設備　…　15年～18年
 工具器具備品　…   4年～10年
②無形固定資産 …　定額法
③長期前払費用 …　定額法

(2）重要な引当金の計上基準

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき計上しております。
 なお、数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（５年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理することとしております。

(3）リース取引の処理方法
 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4）消費税等の処理方法
税抜方式により処理しております。

(5）連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。

２．株主資本等変動計算書に関する事項

(1）発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 前事業年度末 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末
普通株式 100株 - - 100株

(2）剰余金の配当に関する事項
配当金支払額

３．重要な後発事象に関する注記
平成27年4月1日を以って、関連会社である株式会社バッファローリースを吸収合併し、他社にはない「ワンストップベンダー」として
レンタル代行事業をより発展させるべく活動してまいります。

退職給付引当金

132,446,017 1,324,460円17銭

配当金の総額(円)株式の種類 1株あたり配当額

普通株式

（会計方針の変更）

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。
以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文
に掲げられた定めについて当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、

退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引 率の決定方法を
退職給付の見込支払日までの平均期間を基礎とする方法からイー ルドカーブ直接アプローチへ変更
しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、
当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に

加減しております。この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金に係る負債が485千円減少し、
利益剰余金が389千円増加しております。


